
雑誌スポンサー制度について
市立名寄図書館

■「雑誌スポンサー制度」とは
市立名寄図書館（以下「図書館」という。）と社会貢献活動の一つとして図書館に雑誌を

提供する民間事業者等（以下「雑誌スポンサー」という。）が連携し、継続的な雑誌の収集

と利用者サービスの向上に取り組む制度です。

雑誌スポンサーには雑誌の購入代金を負担していただき、図書館は雑誌カバー及びホー

ムページにおいて、雑誌スポンサーの名称などの広告を掲示及び掲載します。

■制度の内容
雑誌スポンサーは、図書館の雑誌募集リストから希望する雑誌（以下「スポンサー雑誌」

という。）を選び、最新号が図書館に直接納品されるよう書店等との間で購入手続きを行っ

てください。

図書館は、雑誌スポンサーから提供された雑誌を寄贈資料として受け入れ、利用者が閲

覧できるように配架します。

図書館は、スポンサー雑誌の雑誌カバー及びホームページにおいて雑誌スポンサーの名

称等の広告を掲示及び掲載します。

■雑誌スポンサーの対象
会社等の法人及び個人事業主。ただし、名寄市広告掲載基準（平成 19 年名寄市告示第

1034号。以下「掲載基準」という。）第３条に定める業種又は事業者は対象としません。

■スポンサー雑誌の提供期間
最初に寄贈される号の発行日から１年間。期間満了の２か月前までに、図書館又は雑誌

スポンサーのいずれかにおいて提供の継続を中止する意思表示がない場合は、提供期間が

自動的に１年間更新されるものとします。スポンサー雑誌の提供期間中に、雑誌スポンサ

ーの都合によりやむを得ずスポンサー雑誌の提供を解除する場合は、提供解除の日から２

か月前までに、図書館に申し出てください。

■広告の内容
図書館の公共性、社会的信頼性等を損なうおそれのないもので、なおかつ広告掲載基準

第４条に該当するものは掲示及び掲載しません。

■雑誌スポンサーの申し込み
雑誌スポンサー申込書及び広告掲示・掲載申込書を提出してください。申し込みは随時

受け付けます。

お問い合わせ先

市立名寄図書館 電話番号 01654-2-4751



名寄市広告掲載基準

（業種又は事業者）
第３条 次に掲げる業種又は事業者の広告は、掲載しない。
(１) 各種法令に違反しているもの
(２) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条に該当する
もの
(３) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（平成 15年法律
第 83 号）に定めるインターネット異性紹介事業に該当するもの
(４) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(５) 名寄市競争入札参加資格関係事務処理要綱（平成18年名寄市訓令第 55 号）第８条に定める競争入
札参加排除基準又は第 10 条に定める指名停止基準に該当するもの
(６) 消費者金融に係るもの
(７) たばこに係るもの
(８) 賭博に係るもの
(９) 調査会社、探偵事務所等に係るもの
(10) 銃砲刀剣類その他の危険物に係るもの
(11) 人事募集又は解雇広告に係るもの
(12) 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びこれに類する取引に係るもの
(13) 前払式割賦販売等（許可業者を除く。）に係るもの
(14) 法律に定めのない医療行為に類似したサービス又は医療用器具に類似した商品に係るもの
(15) 民事再生法（平成 11年法律第 225号）又は会社更生法（平成 14 年法律第 154号）による再生又
は更生手続中のもの
(16) その他名寄市が保有する公有財産、物品及び印刷物等を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者
として適当でないと市長が認めるもの

（広告掲載基準）
第４条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告媒体に掲載することができない。
なお、広告の掲載中に、次の各号のいずれかに該当した場合も同様とする。
(１) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
ア 法律で禁止されている商品、無認可の商品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの
イ 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの
ウ 人材募集に係る広告で、労働基準法（昭和 22 年法律第49号）その他の関係法令を遵守していないも
の
エ 法令等で認められていない業種・商法（明治 32 年法律第 48号）・商品に係るもの
オ 国家資格等に基づかない者が行う医療、療法等に係るもの
(２) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
ア 他をひぼうし、中傷し、又は排斥するもの
イ 科学的根拠が無く、又は迷信に類するもので、不安を与える、又は惑わせるおそれのあるもの
ウ 社会的に不適切なもの
(３) 政治活動又は宗教活動に関するもの
ア 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
イ 宗教団体による布教活動が主目的となるもの
(４) 社会問題について、特定の主義、主張に当たるもの
ア 国内世論が大きく分かれているもの
(５) 意見広告及び個人又は法人の名刺広告
(６) 美観風致を害するおそれがあるもの
ア 青少年の身体・精神・教育に有害なもの
イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現のもの
ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現のもの
エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
オ 水着姿及び裸体姿等で広告内容との関係で必然性のないもの
カ ギャンブル等を肯定するもの
(７) 内容又は責任の所在が不明確なもの
(８) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認させるおそれがあるもの
ア 根拠のない表示や誤認を招くような表現など、根拠となる資料がない誇大な表現のもの
イ 射幸心を著しくあおる表現のもの
(９) 比較広告、懸賞広告及びクーポン付き広告
(10) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの


